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7月から　中野区こども誰でも
通園制度が始まります

　お子さんの健やかな成長と保護
者の方のリフレッシュを目的とした
制度です。保育園や幼稚園などを
利用していない、0歳～2歳のお子
さんが対象。詳しくは、区 をご
覧になるか、保育企画調整係へ問
い合わせを。

保育企画調整係／7階　　
☎（3228）8089　FAX（3228）5679

催しにご参加を

妊婦さんの歯っぴいお食事講座（2件）
　次のいずれも

内容  初めて出産を迎える区民の方を対象に、妊娠中
から出産後の食事のポイントとお口のケアなどを紹介　
☆希望者は、食事診断も受けられます

時間  午後1時30分～3時
申込  申込期間に電子申請か、電話または直接、すこ

やか福祉センターへ

北部すこやか福祉センター（江古田4-31-10）
☎（3388）0240　FAX（3389）4339

日程  6月19日（水）
会場  北部すこやか福祉センター
申込期間  6月6日～17日　☆先着12人程度

南部すこやか福祉センター（弥生町5-11-26）
☎（3380）5551　FAX（3380）5532

日程  6月26日（水）
会場  南部すこやか福祉センター
申込期間  6月12日～24日　☆先着8人程度

「パパも作るよ！離乳食」
中部すこやか福祉センター（中央3-19-1）
☎（3367）7788　FAX（3367）7789

対象  区内在住で、家族に妊婦または生後6か月未満
の乳児のいる男性

日時  7月19日（金）午後1時30分～3時
会場  中部すこやか福祉センター
申込  6月19日～7月16日に電子申請か、電話または

直接、中部すこやか福祉センターへ　☆先着8人

教科書展示会
事務係／7階　
☎（3228）5545　FAX（3228）5679

内容  来年度から区立中学校で使用する教科書候補
（見本）の展示

会場･日程  ☆当日直接会場へ
①鷺宮区民活動センター＝6月3日（月）～9日（日）
②教育センター＝6月4日（火）～27日（木）
③南部すこやか福祉センター＝6月10日（月）～14日（金）
④教育センター分室＝6月15日（土）～28日（金）

時間  午前9時～午後8時　
☆①③の初日は午後1時から、③の最終日は正午まで

6月28日までに
児童育成手当の現況届の提出を     
児童手当係／3階
☎（3228）8952　FAX（3228）5679

　現況届の提出は、手当を受給している方の受給
資格の有無を確認するための手続きです。
　5月末に、児童育成手当（ひとり親家庭や障害の
あるお子さんのいる家庭等が対象）の現況届を郵
送しました。
　現況届の提出がないと、引き続き手当を受給す
ることができません。6月28日必着で必ず提出して
ください。
　なお、添付する書類が個別に必要な場合もあり
ます。詳しくは、同封した案内を確認してください。

東京都母子及び父子福祉資金
貸付制度のご利用を
自立支援係／4階
☎（3228）5637　FAX（3228）8072

　20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親世
帯の方で、高校･短期大学･大学･専門学校等に通
う資金（入学金･授業料等）の支払いが困難な場合
などに利用できる制度です。原則として保証人が
必要。その他の貸し付け要件などについて詳しく
は、区 をご覧になるか、自立支援係へ問い合わ
せを。

☆保護者の就労などの理由が必要
⑦トワイライトステイ
　夜間（午後5時～10時）に、お子さんを預かります。

⑨子育て家庭ホームヘルプサービス
　親戚などから援助を受けられない家庭の自宅に
ヘルパーを派遣します。
⑩ベビーシッター利用支援
　所定の事業者を利用した場合、掛かった費用の
一部を補助します。

①＝保育システム係／3階
☎（3228）3259　FAX（3228）5679
②～⑤、⑨･⑩＝子育てサービス係／3階
☎（3228）5612　FAX（3228）5679
⑥＝地域子ども施設調整係／7階
☎（3228）8934　FAX（3228）5679
⑦･⑧＝総合相談係（中央1-41-2）
☎（5937）3257　FAX（5937）3514

☆保護者の入院などの理由が必要
⑧子どもショートステイ

　区内在住の18歳までのお子さんが対象。子育てを地域で手助け
する相互援助活動です。保育園や学童クラブの送迎の他、病児･緊
急時の預かりなどもあります。

中野区社会福祉協議会 中野区ファミリー･サポート事業担当
☎（5380）0752　FAX（5380）0750

会員の登録を事前予約制で受け付けます
対象  利用会員＝区内在住で子育ての援助を受けたい方

協力会員＝区内在住･在勤･在学または隣接区にお住まいで、子育
ての援助をしたい20歳以上の方

日時  6月20日（木）、7月10日（水）、いずれも午前10時～正午
会場  スマイルなかの（中野5-68-7）
申込  6月11日午前10時から電話で、中野区ファミリー･サポート

事業担当へ

子ども･子育て情報掲示板
　保護者の方が急病、出産、出張などの理由で育児ができない時やお子さん
を預けたい時に、下記のサービスを利用できます。利用には事前登録や申請が
必要です。対象や手続きなどについて詳しくは、区 をご覧になるか、下記の
問合先へ。

問合先

日中に預けたい日中に預けたい

夜間に預けたい夜間に預けたい

泊まりで預けたい泊まりで預けたい

自宅でヘルパーやシッターを利用したい自宅でヘルパーやシッターを利用したい

ファミリー･サポート事業もご利用くださいファミリー･サポート事業もご利用ください

☆保護者の入院などの理由が必要
④短期特例保育

長期（1か月以内）で預けたい時に休日やお子さんが病気の時に
☆保護者の就労などの理由が必要
①休日保育
②病児･病後児保育
③年末保育

☆理由は問いません
⑤保育園での一時保育
⑥児童館での一時預かり
　9月末まで利用できます。

リフレッシュしたい時等に
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